
　砂入り人工芝　８面整備しています。

（１）　利用期間　　１月４日から１２月２８日まで

　　　　　　　　　　　　定休日：毎週火曜日（火曜日が祝日の場合は翌日）

　　　　　　　　　　　　＊開場日、休場日は都合により変更することがあります。

（２）　利用時間　　８時３０分～日没まで

　　　　　　　　　　　　（夜間照明施設を使用する場合は、次のとおりになります。）

　　　　　　　　　　　　　・１１月１日から３月３１日まで（８：３０～２０：００）

　　　　　　　　　　　　　・　４月１日から１０月３１日まで（８：３０～２１：００）

　　　　　　　　　　　　　・日曜日は、夜間照明施設の使用はできません。

２時間を超える時は ２時間を超える時は

１時間を増すごと １時間を増すごと

小・中・高校生 １６０円 ８０円 ３５０円 １６０円

上記以外 ３５０円 １６０円 ７１０円 ３５０円

区　　分

金　　　　　　　　額

夜間照明施設を使用しない場合 夜間照明施設を使用する場合

２時間以内 ２時間以内

金　　　額（１面当たり）

全　　日 　　８時３０分～１７時００分 ２，０６０円

　　８時３０分～１２時３０分又は

　１３時００分～１７時００分

(夜間照明施設を使用しない場合）

　１７時００分～日没

(夜間照明施設を使用する場合)

　日没～２０時、４月～１０月は２１時

区　　　　　　分

半　　日 １，０２０円

時　間　外

１時間あたり　４７０円

１時間あたり　３，１８０円



１．１時間未満の端数であっても１時間として計算します。

１．申請書は、テニス場内管理事務室及び佐賀土木事務所に用意しています。

２．個人使用の場合は、テニス場内管理事務所で随時、受け付けています。

　　但し、大会等の占用使用の場合は、森林公園管理事務所（0952-25-8989）

　　に申請書を提出してください。

　　なお、大会等を除き、事前に予約（占用使用）できる面数は６面までです。

３．利用が可能である場合は、許可書を交付しますので、交付後速やかに使用料を

　　納入してください。

４．会議室等を利用される場合は、別途付属設備使用料を納付してください。

冷暖房設備を 冷暖房設備を

使用しない場合 使用する場合

会　　　議　　　室 １時間 ８０円 １４０円

コイン式温水シャワー １回

区　　　分 単　　位

１００円


